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「完全週休２日制・週休２日制工事実施要領」（令和４年３月４日付け３農総第３７８号農林総務課長）新旧対照表 

改     正 現    行 備 考 

第１条 （略） 

 

（用語の定義） 

 第２条 本要領における用語は、次のとおり定義する。 

 （１）～（２） （略） 

 （３）週休２日取得率：対象期間（第４条（２）ア）の全週間数に対する週の２日以上を休工とし

た週間数の割合をいう。 

 （４） （略） 

 

第３条～第５条 （略） 

 

（工事成績評定） 

第６条 工事成績評定については、次のとおりとする。 

（１） 完全週休２日制工事 

ア 完全週休２日制工事に取り組んだ工事については、完全週休２日取得率が７０％以上かつ、

休日取得率が 28.5％（２／７）以上の場合、工事成績評定表の「６.社会性等 Ⅰ.地域への

貢献度」において評価する。（別紙３～５参照） 

イ （略） 

ウ （削除） 

 

 

  休日取得率の算出方法は、次に掲げるとおりとする。 

（ア）施工開始日が月曜日の場合は、前日の日曜日を対象期間の開始日とする。 

（イ）施工完了日が金曜日の場合は、翌日の土曜日を対象期間の終了日とする。 

エ 請負者に、明らかに週休２日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、工事成績評定表の

「７．法令遵守等」において２点減ずる。（別紙５参照） 

（２）週休２日制工事 

  ア 週休２日制工事に取り組んだ工事については、休日取得率が 28.5％（２／７）以上の場合、

工事成績評定表の「６.社会性等 Ⅰ.地域への貢献度」において評価する。加えて、週休２

日取得率が７０％以上となった場合、週休２日の「質の向上」に取り組んだものとみなし、

同項目においてさらに評価する。（別紙３～５参照） 

イ 休日取得率の算出方法は、（１）ウに同じ。 

（削除） 

（削除） 

ウ 週休２日取得率の算出方法は、次に掲げるとおりとする。 

（ア）日曜日から土曜日までを１週間として算出する。 

（イ）非対象期間により、１週間のうち１日でも欠ける週は算出対象から除外する。 

（ウ）施工開始日が月曜日の場合は、前日の日曜日を対象期間の開始日とする。 

（エ）施工完了日が金曜日の場合は、翌日の土曜日を対象期間の終了日とする。 

（削除） 

第１条 （略） 

 

（用語の定義） 

 第２条 本要領における用語は、次のとおり定義する。 

 （１）～（２） （略） 

 （新設） 

 

 （３） （略） 

 

第３条～第５条 （略） 

 

（工事成績評定） 

第６条 工事成績評定については、次のとおりとする。 

（２） 完全週休２日制工事 

ア 完全週休２日制工事に取り組んだ工事については、完全週休２日取得率が７０％以上かつ、

休日取得率が 28.5％（２／７）以上の場合、工事成績評定において評価する。（別紙３、４参

照） 

イ （略） 

ウ 工事成績評定は、工事成績評定表の「６.社会性等 Ⅰ.地域への貢献度 ７．その他」にお

いて評価する（別紙５参照）。なお、完全週休２日取得率が７０％未満又は休日取得率が 28.5％

（２／７）未満となる場合であっても工事成績の減点は行わない。 

 （新設） 

 

 

（新設） 

 

（２）週休２日制工事 

  ア 週休２日制工事に取り組んだ工事については、休日取得率が 28.5％（２／７）以上の場合、

工事成績評定において評価する。（別紙３、４参照） 

 

 

イ 休日取得率の算出方法は、次に掲げるとおりとする。 

（ア）施工開始日が月曜日の場合は、前日の日曜日を対象期間の開始日とする。 

（イ）施工完了日が金曜日の場合は、翌日の土曜日を対象期間の終了日とする。 

（新設） 

 

 

 

 

ウ 工事成績評定は、工事成績評定表の「６.社会性等 Ⅰ.地域への貢献度 ７．その他」にお
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改     正 現    行 備 考 

 

 

エ 請負者に、明らかに週休２日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、工事成績評定表の

「７．法令遵守等」において２点減ずる。（別紙５参照） 

 

 第７条～第８条 （略） 

 

付則 

一～六 （略） 

七 この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

 

いて評価する（別紙５参照）。なお、休日取得率が 28.5％（２／７）未満となる場合であって

も工事成績の減点は行わない。 

（新設） 

 

 

 第７条～第８条 （略） 

 

付則 

一～六 （略） 

（新設） 

別表１－１～別表３－３ （略） 

 

別表１－１～別表３－３ （略）  

別紙１～別紙２ （略） 

 

別紙３～別紙５ （参考資料のため略） 

別紙１～別紙２ （略） 

 

別紙３～別紙５ （参考資料のため略） 

 

 

様式１ 

年 月 日 

週休２日制工事等取組証 

名称 

代表者（契約の相手方）様 

工 事 名  

工 事 の 場 所  

契 約 締 結 年 月 日      年  月  日 

請 負 代 金 額 金         円 

工 期 
着手   年  月  日 

完了   年  月  日 

完 了 年 月 日      年  月  日 

本 工 事 の 業 種 ※ １  

形 式 ※ ２ 

☐ 完全週休２日制 

☐ 週休２日制 

☐ 週休２日制（「質の向上」に取り組んだ） 

※１ 森林整備工事は取組証発行対象外。 

※２ 該当する形式を選択する。 

※３ 週休２日の「質の向上」に取り組んでいない週休２日制の取組証は、令和７年度以降に実施

する総合評価落札方式競争入札の評価対象としない。 

愛知県〇〇〇所長   印 

 

様式１ 

年 月 日 

週休２日制工事等取組証 

名称 

代表者（契約の相手方）様 

工 事 名  

工 事 の 場 所  

契 約 締 結 年 月 日      年  月  日 

請 負 代 金 額 金         円 

工 期 
着手   年  月  日 

完了   年  月  日 

完 了 年 月 日      年  月  日 

本 工 事 の 業 種 ※ １  

形 式 ※ ２ 

 完全週休２日制工事 

 週休２日制工事 

 （新設） 

※１ 森林整備工事は取組証発行対象外。 

※２ 該当する形式を選択する。 

（新設） 

 

愛知県〇〇〇所長   印 

 

 

 


